
  

４－２－（１）令和７年度 学校いじめ防止基本方針           
 

小松市立今江小学校 

                    

１いじめ問題への基本姿勢 

（１） いじめの定義と基本的な考え方 

 

 

全ての教職員が「いじめは，どの学校，どの学級でも起こりうるものであり，いじめに全く無

関心ですむ児童はいない。」という共通認識にたち，本校の全校児童がいじめのない学校生活を

送ることができるよう，人権教育や道徳教育，体験活動等の充実に努めるとともに，保護者他関

係者との連携を図ることで，学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組む。また，いじめ

が疑われる場合は，適切かつ迅速にこれに対処し，その再発防止に努める。  

 

（２）学校を挙げた積極的対応 

ア 学校長をトップとするいじめ問題対策チームを常設し，「いじめを見逃さない学校」づく

りを推進する 

 「いじめ問題対策チーム」を常設し，平時からいじめ問題に備えるとともに，日々教職員の

見守りなどを通して，早期の発見につなげていく。 

 

イ 警察や児童相談所などの外部機関や家庭・地域と連携を取り，「風通しのよい学校」づく

りを推進する 

  関係機関等との連携を深め，外部の人材も積極的に活用するとともに，学校側からも情報

を発信することで，双方向で「風通しのよい」関係を築いていく。 

 

ウ いじめの問題に組織的に対応し，児童が安心して学ぶことができる環境を整える 

  いじめの問題が発生した場合には，関係職員による個別案件対応班を組織し，役割分担に

沿って迅速・的確に対応し，いじめの早期解決を図るとともに，再発の可能性を十分に考え，

解消後も注意深く観察を続ける。 

 

（３）平時からの基本姿勢 

ア いじめは，「どの子どもにも，どの学校でも，起こりうる」ものであることを，全教職員

が十分に認識すること 

  全ての児童がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして，全員を対象とした事前の働

きかけを行うことが，最も合理的で有効な対策であることを認識すること。 

 

児童は，いじめを行ってはならない。 

（平成２５年９月２８日施行いじめ防止対策推進法 第１章 第４条） 

 

 いじめは，「児童に対して，該当児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人間

関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

われるものを含む。）であって，該当行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」

と定義する。    （平成２５年９月２８日施行いじめ防止対策推進法 第１章 第２条） 
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イ 「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を，学校教育全体を通じて，児童一

人ひとりに徹底すること 

  いじめられている児童については，学校が徹底して守り抜くという姿勢を日頃から示すと

ともに，いじめている児童については，警察等との連携も含め，毅然とした対応をとること

を示すこと。 

 

ウ 児童一人ひとりを大切にする意識や，日常的な態度が重要であることを教職員自身が認識

すること 

  教職員の言動が，児童に大きな影響力を持っていることを十分認識して，いやしくも教職

員自身が児童を傷つけたり，他の児童によるいじめを助長したりすることがないようにする。 

 

エ いじめが解消したと見られる場合でも，教職員の気づかないところで，陰湿ないじめが続

いていることも少なくないことを認識すること 

  一場面での指導で解決したと即断することなく，継続して十分な注意を払い，折りに触れ

て必要な指導を行うこと。 

 

オ 定期的な調査だけでなく，必要に応じてきめ細かな実態把握に努め，情報を全教職員で共

有すること 

  児童が発するサインを見逃さないよう，日頃から児童の見守りや信頼関係の構築に努める

とともに，児童の実態に合わせた定期的なアンケート調査，個人面談等を実施して，全教職

員の共通理解のもと，迅速に対応すること。 

 

２ いじめ問題対策チームの構成員と対策チームの役割 

・『今江小 いじめ問題に対する校内体制』（４-２-１-５頁）参照 

 

３ いじめの未然防止  

（１）わかる授業づくり 

・生徒指導の４つの視点を活かした授業づくり 

学習指導に際し，生徒指導の４つの視点を活かした学習活動を意識し，児童の心の充実を図る。 

・教職員の学び合い 

いじめ対応アドバイザーを招聘したいじめ対応校内研修会や校内ＯＪＴを計画的に実施し，

全教職員の意識向上を図る。 

 

（２）道徳教育や人権教育の充実 

・学校の教育活動全体を通じた道徳教育 

道徳教育の目標（自己の生き方を考え，主体的な判断の下に行動し，自立した人間として他

者と共によりよく生きるための基礎となる道徳性を養う）を全教職員で共通理解し，学校の

教育活動全体を通じた道徳教育を意図的・計画的に実践する。 

・「考え，議論する」道徳 

いじめに関する事例などを取り上げ，児童が自分自身のこととして，多面的・多角的に考え，

議論していくような授業を行う。 
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（３）規範意識の育成 

・問題行動への対処 

「社会で許されない行為は，学校においても許されない」という毅然とした指導方針を示し，

教職員で揃えて「社会の一員」としての責任と義務を指導する。 

・生活目標達成への意識づけ 

学級ごとにめあてを持ち，毎月の取り組みを振り返り，評価・改善を図る。 

 

（４）自己有用感や自己肯定感を育む取組 

・「ピア・サポート（たてわり活動を通した異学年交流）」 

 たてわり活動等による異学年交流を通して，教える側も教えられる側も体験し，自己有用感

や自ら関わっていこうとする意欲などを培う。 

 

（５）児童会などが中心となる取組 

・挨拶運動 

 運営委員会や各委員会が中心となって，朝玄関で挨拶を交わし合う。 

・児童集会 

 運営委員会が計画・実施する全校での集会を前期後期に一回ずつ行う。また，毎月のしろや

まっ子議会で学校生活の困りごとや改善点を話し合い,学校生活の活性化につなげる。 

 

（６）体験活動を取り入れた取組 

町民文化展や敬老会補助ボランティアなど町内の活動に積極的に参加する。 

 

（７）児童が主体的に活動する取組 

・児童会行事（たてわり活動） 

 高学年は「全校のみんなが楽しくなるような企画を計画・運営」し，低学年は「友達やまわ

りの人と一緒になって楽しむ」ことを目標に，達成感を得られるような主体的な活動を行う。 

 

（８）家庭や地域と連携した取組 

・非行被害防止講座の実施 

 保護者を対象に開催し，「ネット被害」の事例などをもとに，いじめ問題に対する理解を深

めるとともに，家庭や地域が果たす役割についても考える機会とする。 

 

４ いじめの早期発見 

（１）いじめ実態調査アンケート 

・いじめ実態調査アンケートとその結果に応じた面談を，年間を通して実施し，児童の訴えや

人間関係の経過を複数の目で観察する。（６月，１１月，２月）また，今年度より毎月学校生

活アンケートを実施することとし，いじめ実態調査アンケートの時期に関わらず児童の実態

把握に努める。学級の児童との個別面談も必要に応じて随時行う。 

  

（２）日々の観察と共通理解 

・教職員が授業中だけでなく，休み時間や放課後の児童の様子も観察することを心がける。 

・普段から教職員一人一人が，児童の些細な行動も職員間で話題にし，共通理解できる雰囲気

作りに努める。 
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・定期的及び児童の状況に応じて迅速に児童理解の会を開き，全職員での共通理解を図る。 

 

５ いじめへの対応 

・いじめ対応マニュアル『今江小 いじめ問題に対する校内体制』（４-２-１-５頁）に基づい

て，迅速に対応する。 

 

６ 年間計画 

月 活動 担当 

４ ・あいさつ運動 

・生徒指導校内研修 

・児童会，６年担任 

・生徒指導部 

５ ・児童理解の会 

・学校生活アンケート 

・生徒指導部 

・生徒指導部 

６ ・ほっと週間 

・いじめ実態調査アンケート 

・生徒指導部，児童会 

・生徒指導部 

７ ・平和教育（平和集会） 

・学校生活アンケート 

・人権平和教育担当 

・生徒指導部 

８ ・生徒指導校内研修 

・児童理解の会 

・生徒指導部 

・生徒指導部 

９ ・前期の取り組みの反省 

・学校生活アンケート 

・生徒指導部 

・生徒指導部 

１０ ・学校生活アンケート ・生徒指導部 

１１ ・ほっと週間 

・いじめ実態調査アンケート 

・人権平和教育担当 

・生徒指導部 

１２ ・人権集会 

・児童理解の会 

・学校生活アンケート 

・児童会運営委員 

・生徒指導部 

・生徒指導部 

１ ・学校生活アンケート ・生徒指導部 

２ ・ほっと週間 

・いじめ実態調査アンケート 

・非行被害防止講座 

・児童理解の会 

・生徒指導部，児童会 

・生徒指導部 

・生徒指導部 

・生徒指導部 

３ ・学校生活アンケート 

・今年度の取り組みの反省 

・生徒指導部 

・生徒指導部 

※通年の取り組み 

・あいさつ運動（児童会運営委員） 

・児童理解の会 （生徒指導部） 
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いじめ問題対策チーム 

  

 

 

教務主任 

生徒指導主事 

特別支援コーディネーター 

養護教諭 

SC 心の相談員 

助
言 

相談・報告 

市教育委員会 

 
 

平時からのいじめ対策 

・いじめ対応の基本方針 

・いじめを見逃さない学校づくり 

・教員の対応スキル向上・校内研修 

・関係機関・PTAとの連携 

いじめの疑い 

県教育委員会 

児
童
相
談
所 

他
の
外
部
機
関 

警 
 

察 

報告・派遣要請 

派
遣 

い
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応 
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ザ
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学識経験者 

弁護士 

医師 

臨床心理士 

警察 OB 

教員 OB 

SSW 等 

SSW 

 

 
 

校長 

教頭 

連 
 

絡 

・ 

調 
 

整 

 
 

個別案件対応 情報収集・共有    対応策の検討 

役割分担     対応・報告 

評価       再検討 

PTA・地域 被害児童・その保護者 加害児童・その保護者 周辺児童 

 
○グループ等への指導を行

う。 

○学級全体への指導を行う。 

・いじめは絶対に許されない

行為である。 

・日頃からの人権意識を育む

ための取り組みの充実を図

る。 

○学校全体への指導を行う。 

・全職員での共通理解をする。 

・人権週間の取り組みの充実

を図る。 

教
頭 

学
担 

生
徒
指
導 

○いじめの事実関係・背景・理由等の確

認をする。 

○不満・不安の訴えを充分に聴く。 

○いじめられた子のつらさに気付かせ

る。 

○解決のための援助を行う。 

○心理的ケアを充分に行う。 

◇いじめの事実を正確に伝える。 

◇保護者の不安・自責の念等を理解する。 

◇被害者への謝罪の意義を伝える。 

◇子の立ち直りに向けた具体的な助言を

行い，協力を得る。 

○つらさや悔しさを充分に受け止める。 

○具体的な支援内容を示し，安心感を与

える。 

○良い点を認め，励まし，自信を与え，

自立への支援を行う。 

○心理的ケアを充分に行う。 

◇いじめの事実を正確に伝える。 

◇本人を絶対に守るという姿勢を示す。 

◇学校のいじめ問題に対する真摯な姿勢

を伝える。 

◇信頼関係が築けるように，緊密な連絡

体制をとる。 

生
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指
導 

心
の
相
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員 

学
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養
護
教
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○日頃より，学校の

いじめ対応の基

本方針を伝える。 

○必要に応じて，状

況を説明し，理解

と協力を得るよ

うに努める。 

特
別
支
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今江小 いじめ問題に対する校内体制 
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